
「工場立地法」の概要と届出手続きについて 

 

 

埼玉県産業労働部企業立地課 

 

１ 工場立地法とは 

工場立地が環境の保全を図りつつ、適正に行われるよう定められたものです。 

一定規模以上（敷地面積９，０００㎡以上又は建築面積の合計が３，０００㎡以

上）の工場の敷地利用に関し、生産施設、緑地、環境施設の面積率（準則）が定め

られており、工場の新・増設等を行う際は県知事（一部の市町については当該市町

長）へ事前に届出を行わなければなりません。 

届出内容が準則に適合しない場合や、届出を怠った場合は、勧告や罰則を受ける

場合があります。 

 

 

 

 

 
※(１)  敷地の考え方 

・ 敷地は、工場等（工場、駐車場、資材置場等）の用に供する土地の全面積をい

います。自己所有地、借地等の別を問いません。 

・ 用途不明のまま予備として確保している敷地も含みます。 

・ 敷地が道路等で分断されていても、一体として利用されているものは一つの敷

地として扱います。 
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対象となる工場（特定工場といいます） 
 

業種：製造業、電気・ガス・熱供給業者（水力、地熱発電所は除く） 

規模：敷地面積※(１)９，０００㎡以上 又は 建築面積※(２)の合計３，０００㎡以上 

例１ 

 第１工場と第２工場の間に道路を挟んで

いるが、生産機能上密接なつながりがあ

る場合は、Ａ及びＢを一つの敷地としま

す。 

例２ 

 第１工場と第２工場の間に他社工場が

ある場合は、一つの敷地としません。 

例３ 

 道路を挟んで従業員用の駐車場がある場合

は、Ａ及びＢを一つの敷地とします。 



・ 別法人等に土地を貸している場合は、敷地から除きます。 

・ 社宅、寮、病院の敷地は除きます。 

・ 都市計画法、他法令での敷地のとらえ方と異なる場合があります。 

 
※(２)  建築面積の考え方 

・ 工場敷地内にあるすべての建築物の水平投影面積をいいます。（延べ床面積で

はありません。） 

・ 測り方は建築基準法の規定と同じです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生産施設、緑地、環境施設の考え方については、「届出の際に配慮していただく事

項」を御参照ください。 

 

 

２ 必要な届出 

新設届 

（ 第 ６ 条 第 １ 項 ） 

○ 特定工場を新設する場合 

○ 敷地、建築物の増設等により、特定工場の規模に該当 

する場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

事前の届出 

工事着工の 

３０日前まで 

 

変更届 

（ 第 ８ 条 第 １ 項 ） 

（附則第３条第１項 ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 特定工場が届出内容を変更する場合 

○ 既存工場（工場立地法が施行された昭和４９年６月 

２８日以前に設置された工場）が、法施行後に初めて変

更を行う場合 
 

【届出が必要な変更】 

①敷地面積の増減 

②生産施設の増加 

・ 建築物を取り壊して同じ場所に建て直す行為（スク

ラップ＆ビルド）は、結果的に面積が減少又は変わ

らない場合でも、建て直した部分を増設とみなしま

す。 

特定工場に適用される準則 
 

① 敷地面積に対する生産施設面積の割合（業種別に８段階に区分）３０～６５％以下 

② 敷地面積に対する緑地面積の割合                 ２０％以上 

③ 敷地面積に対する環境施設面積の割合（緑地を含む）        ２５％以上 
 
※ 生産施設面積の割合は業種により異なります。県企業立地課の HP に掲載された一覧表を御覧いただ

くか、担当までお問い合わせください。 

※ 既存工場（工場立地法が施行された昭和４９年６月２８日以前に設置された工場）に対しては、準則

に特例が適用されます。 

※ 埼玉県では独自に県の条例で準則を定めていませんので、国が定めた準則が適用されます。 

 



 

 

 

 

 

 

 

・ 建築物に変更がない場合でも、用途変更により生

産施設面積が増える場合は届出が必要です。 

③緑地、環境施設面積の減少、配置替え 

・ 緑地、環境施設の撤去と増設を同時に行い、結果的

に面積が変わらない場合であっても、届出が必要で

す。 

④特定工場の一部譲り渡し 

⑤製造業種の変更 

名称等変更届 

（第１２条第１項） 

○ 届出者の氏名、住所（本社所在地）を変更する場合 

・ 単なる社長の交代に伴う届出者の変更は届出を要し

ません。 

○ 特定工場の名称、所在地を変更する場合 事後の届出 

承継届 

（第１３条第３項） 

○ 譲受、借受、相続または合併により、特定工場全部を

譲り受ける場合 

廃止届 ○ 特定工場を廃止する場合 

 

３ 届出期限 

新設届・変更届（事前の届出） 

届出が受理されてから９０日以上経過しないと（短縮申請が認められた場合は

指定された工事着工日以降でないと）工事を開始できません。 

ただし、届出の内容が、法第９条の勧告の用件に該当しないと認められる場合

は、その期間を３０日間まで短縮することができます。 

 

その他の届出（事後の届出） 

  届出事項に変更があったとき、遅滞なく。 

 

４ 提出部数 

  ２部（正本１部・副本１部）を提出してください。 

  副本は、収受印を押印し、受付番号を付して返却します。 

 

５ 産業立地政策会議幹事会について 

下記のいずれかに該当する一定規模以上の工場新設及び増設については、工場立

地法の届出を行う前に、産業立地政策会議幹事会での調整を経る必要があります。 

会議に付する場合は、「工場新設（変更）計画申出書」を提出してください。 

提出時期の目安は、工事着工の２か月前の月末までですので、早めにご相談くだ

さい。 

（１）敷地面積９，０００㎡以上の工場を新設する場合 

（２）敷地面積を９，０００㎡以上拡張する場合 

（３）生産施設の建築面積３，０００㎡以上の工場を新設する場合 

（４）生産施設の建築面積を３，０００㎡以上増設する場合 



６ 相談窓口・届出先 

  埼玉県産業労働部企業立地課 立地総合窓口担当 

  ＴＥＬ ０４８－８３０－３８００  ＦＡＸ ０４８－８３０－４８１５ 

※ 来課される場合は、事前にご連絡ください。 

 

 ○工場立地法の届出に関する事務を行っている市町 

次の市町管内の工場については、市役所・町役場が相談窓口、届出先となります。 

市町名 担当課名 電話番号 

さいたま市 経済局経済部産業展開推進課 ０４８－８２９－１３４９ 

入間市 環境経済部商工課 ０４－２９６４－１１１１ 

和光市 市民環境部産業支援課 ０４８－４２４－９１１４ 

久喜市 市民経済部農政商工課 ０４８０－２２－１１１１ 

北本市 市民経済部産業振興課 ０４８－５９４－５５３０ 

幸手市 建設経済部産業振興課 ０４８０－４３－１１１１ 

寄居町 企業誘致推進課 ０４８－５８１－２１２１ 

 

７ 届出用紙 

  埼玉県産業労働部企業立地課のホームページからダウンロードできます。 

  埼玉県ホームページ http://www.pref.saitama.lg.jp/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



届出の際に配慮していただく事項 

～準則（生産施設・緑地・環境施設）の考え方～ 

 

＜ 生産施設 ＞ 

 工場敷地面積に占める生産施設面積の割合（生産施設率）が、基準内でなければな

りません。 

 

 

 

 

 

 

１ 生産施設面積の測定方法 

原則として、投影法による水平投影面積を測定します。（延べ床面積ではありま

せん。） 

 

２ 生産施設の考え方 

（１）生産施設に該当するもの 

原則として、製造工程に関わる設備がある建築物と、屋外の設備をいいます。 

※ 生産施設には、用役施設（自家発電施設、ボイラー、コンプレッサー、酸素製

造施設、熱交換器、整流器等）を含みます。 

（２）生産施設から除かれるもの 

  下記のもの等は、生産施設とはしません。 

 ・ 事務所、研究所、食堂等の独立した建物 

 ・ 独立した倉庫関連施設 

 ・ 単なる出荷・輸送にのみ利用する施設 

 ・ 受、変電施設 

 ・ 公害防止施設 

 ・ 地下に設置される施設 

※ 工場等の建築物が生産施設となる場合には、原則として当該建築物の全水平投

影面積となりますが、同一建築物内の倉庫、一般管理部門の事務所、食堂等であ

って、壁で明確に仕切られており、実質的に別の建築物とみなされるものがある

場合は、当該面積を除くことができます。 

※ ただし、天井にクレーンが設置されて吹き抜けとなっている場合、壁が床から

中空までしかないような場合、及び移動式カーテンウォール、のれんに類するよ

うなカーテン、つい立て等によって仕切られているような場合は、実質的に別の

建築物とみなされず、生産施設面積から除くことはできません。 

※ 生産施設と生産施設以外の施設（倉庫、事務所、緑地等）とが空間的に重なる

場合、当該部分はすべて生産施設とします。 

生産施設率 

 業種別に定められています。（３０～６５％） 
 

※ 生産施設面積の割合は業種により異なります。県企業立地課の HP に掲載された一覧表で

御確認いただくか、担当までお問い合わせください。 

 

 



＜ 緑地・環境施設 ＞ 

 工場敷地面積に占める緑地面積の割合（緑地面積率）及び環境施設面積の割合（環

境施設面積率）が、基準以上でなければなりません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 緑地について 

１ 緑地とみなされる基準 

次の三つの基準のいずれかに該当しないと緑地とはみなされません。 

 

① 樹木が生育する１０㎡を超える区画された土地又は建築物屋上等緑化施設で

あって、次の基準のいずれかに適合するもの及び樹冠の面積の大きさからみて

これと同等であると認められるもの。 

イ １０㎡当たり高木（成木に達したときの樹高が４ｍ以上の樹木をいう）が

１本以上あること。 

ロ ２０㎡当たり高木が１本以上及び低木（高木以外の樹木をいう）が２０本

以上あること。 

② 低木又は芝その他の地被植物（除草等の手入れがなされているものに限る）

で表面が被われている１０㎡を超える土地又は建築物屋上等緑化施設 

 

２ 建築物屋上等緑化施設（屋上緑地・壁面緑地）及び駐車場緑地について 

敷地面積に緑地面積率を乗じて得た面積の２５／１００までに限り、緑地面積に算

入することができます。 

 

例１）緑地が敷地面積の２０％以上ある場合 

     算入可能上限面積＝敷地面積×緑地率（２０％）×２５／１００ 

 

算入上限は、敷地面積の５％ 

 

 

  例２）既存工場の特例により、緑地が敷地面積の２０％に満たない工場 

     算入可能上限面積＝敷地面積×緑地率（実際の設置％）×２５／１００ 

                算入上限は、設置する緑地面積全体の１／４ 

緑地が２０％以上ある場合でも２０％で計算します。 

緑地面積率・環境施設面積率 
 

緑地面積率    敷地面積の２０％以上 

環境施設面積率  敷地面積の２５％以上（緑地面積を含みます） 
 

 ※ 敷地面積の２０％以上は緑地でなければなりません。残りの５％以上は、緑地又は緑地
以外の環境施設としてください。 

※ 環境施設には緑地も含まれますので、緑地だけで２５％以上ある場合は、環境施設面積
率も満たすこととなります。 



 

その他の留意事項 

・ 壁面緑地の面積の測定方法 

   建築物その他の直立している部分（直立壁面）において緑化施設を設置した 

場合の緑地の面積は、緑化しようとする部分の水平延長に１ｍを乗じた面積とし

ます。 

・ 駐車場緑地の補強材について 

   緑地とみなされる基準を満たすよう、芝等の地被植物で１０㎡以上の表面全体 

が被われるタイプを使用してください。 

 

３ 樹木の植栽方法 

緑地として整備する区画された土地又は建築物屋上等緑化施設全体が緑地とし

て認められるように、全体に平均的に植栽しなければなりません。 

平均して植栽されていない場合は、裸地の部分を除いて、実質的に植栽された部

分を緑地とします。 

 

４ 緑化工事の終了時期 

  原則として、緑地の設置届出と同時に届け出た生産施設の運転開始時までとしま

す。 

 

 

● 環境施設について 

１ 環境施設の定義 

環境施設とは、下記の①～⑧その他これらに類する施設の用に供する区画された

土地で、工場又は事業場の周辺の地域の生活環境の保持に寄与するように管理され

ているものをいいます。 

 

① 緑地 

上記「緑地について」を参照。 

② 修景施設 

噴水、水流、池、滝、つき山、彫像等の施設 

③ 屋外運動場 

野球場、テニスコート、バレーボールコート、水泳プール等で屋外にあるもの。 

④ 広場 

休息、散歩、キャッチボール、バレーボール程度の簡単な運動、集会等に利用

する明確に区画されたオープンスペースで公園的に整備されているもの。（単なる

空地、玄関前の車まわりのような場所は該当しません。） 

⑤ 屋内運動場 

一般の利用に供するよう管理されている体育館、屋内水泳プール、屋内テニス

コート、武道館等 



⑥ 雨水浸透施設 

浸透管（浸透トレンチ）、浸透ます（雨樋等といった雨水を通すためだけのも

のは除く。）、浸透側溝、透水性舗装が施された土地等をいいます。これらのうち、

雨水を集めて地下に浸透させ、雨水の流出を抑制する目的で設置され、地下水の

涵養、浸水被害の防止に資する効果が見込まれるものを環境施設といいます。 

⑦ 調整池 

美観等の面で公園的な形態を整えているものであれば、環境施設とします。 

⑧ 野菜畑 

緑地以外の環境施設とします。 

 

２ 環境施設の配置方法 

  敷地面積の１５％以上の環境施設を工場敷地の周辺部に、周辺地域の土地利用の

状況等を勘案してその地域の生活環境の保持に最も大きく寄与するように配置し

てください。 

 

 

＜既存工場の特例＞ 

 昭和４９年６月２８日に設置されている工場等又は設置のための工事が行われて

いる工場等（既存工場といいます。）については、準則基準に特例が適用されます。 

 

準則計算（単一業種の場合） 

 既存工場は、届出の際、生産施設、緑地、環境施設の設置について、それぞれ下記

の不等式を満たす必要があります。（兼業の場合は、別途計算式があります。） 

 

○ 生産施設の面積 

 

 

 

Ｐ 今回の届出によって設置する生産施設の面積（撤去分は含まない。） 

Ｓ 敷地面積（変更があった場合は変更後の面積とする。） 

γ 生産施設面積の敷地面積に対する割合 

α 既存生産施設用敷地計算係数 

Ｐ０ 昭和４９年６月２８日に設置されている工場又は設置のための工事が行われている生産

施設の面積 

Ｐ１ 昭和４９年６月２９日から前回までの生産施設の面積の変更の合計。（設置については＋、

撤去については－として計算）ただし、今回の届出で生産施設の撤去を行うときはその分

も含める。 

 

○ 緑地の面積 

 

※算出した値は小数点以下を切り捨てる。 

Ｇ≧　　　（0.2－　　　 ）γ
Ｐ

Ｓ
Ｇ０ ※  の値は小数点第六位を四捨五入し、算出したＧの値は 

小数点以下を切り上げる。（環境施設の場合も同じ） 

Ｇ０
Ｓ
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γα 
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Ｇ 今回の届出によって設置する緑地の面積（撤去分は含まない。） 

Ｇ０ （イ）昭和 49 年 6 月 28 日時点で設置済み又は工事中の緑地面積（ロ）前回までの生産施

設の変更に伴い準則値を超えて設置した緑地面積（ハ）生産施設の変更とは無関係で緑地

の設置が本法により届け出てあればその増加分 

以上の（イ）（ロ）（ハ）を合計した数値。ただし、今回の届出で緑地の撤去がある場合は、

その分を減じる。 

 

 

○ 環境施設の面積 

 

 

 

Ｅ 今回の届出によって設置する環境施設の面積（撤去分は含まない。） 

Ｅ０ （イ）昭和 49 年 6 月 28 日時点で設置済み又は工事中の環境施設面積（ロ）前回までの生

産施設の変更に伴い準則値を超えて設置した環境施設面積（ハ）生産施設の変更とは無関

係で環境施設の設置が本法により届け出てあればその増加分 

以上の（イ）（ロ）（ハ）を合計した数値。ただし、今回の届出で環境施設の撤去がある場

合は、その分を減じる。 
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